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１． 支払の種類 

助成金の支払には、「概算払」と「精算払」があります。 

ＮＥＤＯは、必要があると認めるときは、助成期間の中途に助成事業の実施に要する経費の一部を

助成先に支払います。これを「概算払」といいます。 

これに対し、助成期間完了後（確定検査完了後）に手続される最終の経費の支払を「精算払」といい

ます。 

 

２． 概算払手続 

（１）概算払（交付規程第１４条：助成金の支払） 

概算払は、運営費交付金を財源とする本事業では原則として年間４回実施します。第４回の概算

払を２月に実施することで、年度内に大半の支払を完了します。 

概算払を希望する助成先は、所定の期日までに、ＮＥＤＯ担当者宛に、概算払希望金額を記載

した「概算払申込書」（Ｐ．１４５）をＦＡＸ（メールでも可）してください。申込み後、「助成金概算払請

求書」（様式第１１－１）を提出いただき、ＮＥＤＯでの審査の上、助成先の指定口座へ振り込みます。

（提出期日内に提出がない場合は概算払が出来ません。） 

なお、ＮＥＤＯに振込口座の登録が無い場合は、第一回目の請求時までに、「振込口座番号登

録申請書」（様式第１１－２）を提出してください。 

 

（２）手続の概略と必要書類 

助 成 先 ＮＥＤＯ 

「概算払申込書」の提出 
概算払の有無を確認（ＮＥＤＯの
資金計画に反映） 

「概算払に必要な書類」の提出 
①  助成金概算払請求書（様式第１１－１） 
②  振込指定口座番号登録申請書（様式第１１－２） 

【備考】上記②は、従来と異なる振込口座を指定する場合（含む新規）は提

出。過去に振込実績があれば不要。 

受理・審査 

概算払受領 支払 

 

（３）手続上の留意点 

① 年４回（５月、８月、１１月、翌年２月）概算払の機会を設けています。５月、８月及び１１月の支払機

会の請求は事業者の任意ですが、翌年２月の第４回概算払は当該年度分に係る経費を必ず請求

していただきます。 

② ５月、８月及び１１月の支払機会は、それぞれ限度額の２５％、５０％及び７５％を上限としています

が、不必要に過大な請求額とならないよう精査したうえで、概算払の申込・請求をしてください。ま

た、概算払申込書の提出の際には、プロジェクト担当部の求めに応じて執行状況及び必要額の報

告もあわせて行ってください。その報告をふまえ、実績に応じた額の支払いになる場合があります。 

③ 第４回概算払いにおける２月以降年度内の必要見込額も十分に精査の上で不必要に過大な請求

とならないよう概算払申込・請求をしてください。事業期間終了が２月末の場合は、終了年度の２

月の第４回概算払を請求せず、確定検査後の精算払（３月）で一括請求（精算）することはできま

す。また、プロジェクト担当部が指定する一部の事業最終年度となる事業では、概算払対象を 1 月

末までの実績とし、確定検査の後、２月以降に要した実績額を精算額として支払う場合があります。 

④ 各概算払機会の上限を超える概算払額が必要な場合は、プロジェクト担当部へご相談ください。

また、研究計画等の変更により契約額等が変更となる場合は変更に係る手続を速やかに行ってく

ださい。資金需要に応じて、概算払申込み時にプロジェクト担当部と協議した上で上限値を超過

 
 

することも可能です。 

⑤ 各支払月の前月下旬（第１四半期であれば４月下旬）までに、「概算払申込書」（Ｐ．１４５）を提出し

てください。ＦＡＸ・メールで可とします。ＮＥＤＯの資金計画に反映します。 

⑥ 各支払月の月初（第１回であれば５月上旬）に、「助成金概算払請求書」（様式第１１－１）を提出し

てください。 

⑦ 助成先が中小企業者に該当する場合、上記の年４回の概算払では助成事業に係る資金需要等

に対応できない場合には、ＮＥＤＯの担当部と調整いただくことにより、年４回の支払機会以外に

概算払を行うことが可能です。 

 

＜中小企業とは＞ 

中小企業基本法第２条（中小企業者の範囲及び用語の定義）を準用し、以下に定める「主たる事業

として営んでいる業種」により資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす会社です。 

主たる事業として営んでいる業種※１ 資本金基準※２ 従業員基準※３ 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種（下記以外） ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

※１ 業種分類は、「日本標準産業分類」の規定に基づきます。 

※２ 「資本の額又は出資の総額」をいいます。 

※３ 「常時使用する従業員の数」をいい、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含みません。また、

他社への出向者は従業員に含みます。 

ただし、大企業に該当する親会社の連結決算ベースでの持分比率が１００％の子会社又は孫会社について

は、みなし大企業として取扱います。 

※技術研究組合の組合員である会社法に定める会社のうち、3分の2以上が中小企業基本法第2条に該当する法

人で構成されている組合は。中小企業と同様の扱いとします。 

 

（４）概算払スケジュール 

概算払のご案内は、ＮＥＤＯホームページ「委託、補助・助成事業の手続き」に掲載します。提出

期日は厳守してください。 

＜定例概算払スケジュール＞ 

概算払機会 支払対象（累計額） 
概算払申込書 

の提出 
（助成先） 

支払請求書 
の提出 

（助成先） 
概算払時期 

第１回（５月） 限度額の２５％が上限 ４月末頃 ５月中旬まで ５月末頃 

第２回（８月） 限度額の５０％が上限 ７月末頃 ８月中旬まで ８月末頃 

第３回（１１月） 限度額の７５％が上限 １０月末頃 １１月中旬まで １１月末頃 

第４回（翌年２月） 
【必須】 

翌年１月末までの実績 
＋３月までの必要額 

（限度額の１００％が上限）
１月末頃 ２月上旬まで ２月末頃 

【対象事業】前記は運営費交付金を原資とする事業（委託事業、課題設定型産業技術開発費

助成事業）です。（ＮＥＤＯ事業のうち、プロジェクト担当部が指定する一部の事業、および国庫

補助金等を財源とする事業については、上記と支払い手続き等が異なることがありますので、プ

ロジェクト担当部の指示に従ってください。） 

 

（５）年度末中間検査又は確定検査で、当該年度の助成金額と支払額に過不足が生じた場合の処理 

概算払終了後の年度末中間検査又は確定検査により、当該年度の助成金額と概算払による支
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１． 支払の種類 

助成金の支払には、「概算払」と「精算払」があります。 

ＮＥＤＯは、必要があると認めるときは、助成期間の中途に助成事業の実施に要する経費の一部を

助成先に支払います。これを「概算払」といいます。 

これに対し、助成期間完了後（確定検査完了後）に手続される最終の経費の支払を「精算払」といい

ます。 

 

２． 概算払手続 

（１）概算払（交付規程第１４条：助成金の支払） 

概算払は、運営費交付金を財源とする本事業では原則として年間４回実施します。第４回の概算

払を２月に実施することで、年度内に大半の支払を完了します。 

概算払を希望する助成先は、所定の期日までに、ＮＥＤＯ担当者宛に、概算払希望金額を記載

した「概算払申込書」（Ｐ．１４５）をＦＡＸ（メールでも可）してください。申込み後、「助成金概算払請

求書」（様式第１１－１）を提出いただき、ＮＥＤＯでの審査の上、助成先の指定口座へ振り込みます。

（提出期日内に提出がない場合は概算払が出来ません。） 

なお、ＮＥＤＯに振込口座の登録が無い場合は、第一回目の請求時までに、「振込口座番号登

録申請書」（様式第１１－２）を提出してください。 

 

（２）手続の概略と必要書類 

助 成 先 ＮＥＤＯ 

「概算払申込書」の提出 
概算払の有無を確認（ＮＥＤＯの
資金計画に反映） 

「概算払に必要な書類」の提出 
①  助成金概算払請求書（様式第１１－１） 
②  振込指定口座番号登録申請書（様式第１１－２） 

【備考】上記②は、従来と異なる振込口座を指定する場合（含む新規）は提

出。過去に振込実績があれば不要。 

受理・審査 

概算払受領 支払 

 

（３）手続上の留意点 

① 年４回（５月、８月、１１月、翌年２月）概算払の機会を設けています。５月、８月及び１１月の支払機

会の請求は事業者の任意ですが、翌年２月の第４回概算払は当該年度分に係る経費を必ず請求

していただきます。 

② ５月、８月及び１１月の支払機会は、それぞれ限度額の２５％、５０％及び７５％を上限としています

が、不必要に過大な請求額とならないよう精査したうえで、概算払の申込・請求をしてください。ま

た、概算払申込書の提出の際には、プロジェクト担当部の求めに応じて執行状況及び必要額の報

告もあわせて行ってください。その報告をふまえ、実績に応じた額の支払いになる場合があります。 

③ 第４回概算払いにおける２月以降年度内の必要見込額も十分に精査の上で不必要に過大な請求

とならないよう概算払申込・請求をしてください。事業期間終了が２月末の場合は、終了年度の２

月の第４回概算払を請求せず、確定検査後の精算払（３月）で一括請求（精算）することはできま

す。また、プロジェクト担当部が指定する一部の事業最終年度となる事業では、概算払対象を 1 月

末までの実績とし、確定検査の後、２月以降に要した実績額を精算額として支払う場合があります。 

④ 各概算払機会の上限を超える概算払額が必要な場合は、プロジェクト担当部へご相談ください。

また、研究計画等の変更により契約額等が変更となる場合は変更に係る手続を速やかに行ってく

ださい。資金需要に応じて、概算払申込み時にプロジェクト担当部と協議した上で上限値を超過

 
 

することも可能です。 

⑤ 各支払月の前月下旬（第１四半期であれば４月下旬）までに、「概算払申込書」（Ｐ．１４５）を提出し

てください。ＦＡＸ・メールで可とします。ＮＥＤＯの資金計画に反映します。 

⑥ 各支払月の月初（第１回であれば５月上旬）に、「助成金概算払請求書」（様式第１１－１）を提出し

てください。 

⑦ 助成先が中小企業者に該当する場合、上記の年４回の概算払では助成事業に係る資金需要等

に対応できない場合には、ＮＥＤＯの担当部と調整いただくことにより、年４回の支払機会以外に

概算払を行うことが可能です。 

 

＜中小企業とは＞ 

中小企業基本法第２条（中小企業者の範囲及び用語の定義）を準用し、以下に定める「主たる事業

として営んでいる業種」により資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす会社です。 

主たる事業として営んでいる業種※１ 資本金基準※２ 従業員基準※３ 

製造業、建設業、運輸業、その他の業種（下記以外） ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

※１ 業種分類は、「日本標準産業分類」の規定に基づきます。 

※２ 「資本の額又は出資の総額」をいいます。 

※３ 「常時使用する従業員の数」をいい、家族従業員、臨時の使用人、法人の役員、事業主は含みません。また、

他社への出向者は従業員に含みます。 

ただし、大企業に該当する親会社の連結決算ベースでの持分比率が１００％の子会社又は孫会社について

は、みなし大企業として取扱います。 

※技術研究組合の組合員である会社法に定める会社のうち、3分の2以上が中小企業基本法第2条に該当する法

人で構成されている組合は。中小企業と同様の扱いとします。 

 

（４）概算払スケジュール 

概算払のご案内は、ＮＥＤＯホームページ「委託、補助・助成事業の手続き」に掲載します。提出

期日は厳守してください。 

＜定例概算払スケジュール＞ 

概算払機会 支払対象（累計額） 
概算払申込書 

の提出 
（助成先） 

支払請求書 
の提出 

（助成先） 
概算払時期 

第１回（５月） 限度額の２５％が上限 ４月末頃 ５月中旬まで ５月末頃 

第２回（８月） 限度額の５０％が上限 ７月末頃 ８月中旬まで ８月末頃 

第３回（１１月） 限度額の７５％が上限 １０月末頃 １１月中旬まで １１月末頃 

第４回（翌年２月） 
【必須】 

翌年１月末までの実績 
＋３月までの必要額 

（限度額の１００％が上限）
１月末頃 ２月上旬まで ２月末頃 

【対象事業】前記は運営費交付金を原資とする事業（委託事業、課題設定型産業技術開発費

助成事業）です。（ＮＥＤＯ事業のうち、プロジェクト担当部が指定する一部の事業、および国庫

補助金等を財源とする事業については、上記と支払い手続き等が異なることがありますので、プ

ロジェクト担当部の指示に従ってください。） 

 

（５）年度末中間検査又は確定検査で、当該年度の助成金額と支払額に過不足が生じた場合の処理 

概算払終了後の年度末中間検査又は確定検査により、当該年度の助成金額と概算払による支
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払額に過不足が生じた場合には次のような処理を行うことになります。 
 

① 複数年度交付決定の中間年度末（年度末中間検査）の場合 

過大であった場合 過大分については、次年度分の既支払額として認識し、次年度初回の概算払

請求額から差し引きます。 

不足であった場合 不足分については、次年度初回の概算払請求時に加算して請求してくださ

い。（不足分のみを次年度初回の概算払前に請求することも可能） 

 

② 単年度交付決定の年度末又は複数年度交付決定の最終年度末（確定検査）の場合 

過大であった場合 過大分については、ＮＥＤＯからの返還請求書に基づき、期日までに返還して

ください。 

不足であった場合 不足分については、精算払にてお支払いします。事業担当部と調整のうえ「助

成金精算払請求書」を提出してください。 

  

 
 

３． 精算払手続（交付規程第１４条：助成金の支払） 

ＮＥＤＯは、確定検査により交付規程に適合していると認めた経費の額（確定額）を助成先に通知し

ます。助成先は、ＮＥＤＯから確定額の通知を受理した後に、「助成金精算払請求書」（様式第１２）に

より、当該確定額を請求してください。ただし、既に概算払を受けている場合には、「確定額から既に受

領した概算払額を差引いた額」を請求していただきます。 

ＮＥＤＯは、特段の問題がなければ、請求書を受理した日から起算して３０日以内に、その請求額を

お支払いします。 

なお、確定検査で確定した額が、概算払を行った額よりも下回った場合は、ＮＥＤＯから過払金額の

返還請求書を発行します。返還請求書を受領しましたら、指定期日までに納付してください。 

指定の納付期日以降に納付された場合、その発生理由によっては、納付期限の翌日から納付の日

までの日数に応じ、利息を付していただくことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 支払請求書提出の際の留意点 

（１）第１回目請求時までに「振込指定口座番号登録申請書」を提出してください。指定口座は１度登録す

れば、助成先から申請のない限り変更しません。変更を必要とする場合は再度、提出してください。変

更がない場合は、２度目以降の請求に添付する必要はありません。 

 

（２）助成先の経理担当部署からＮＥＤＯに対し、概算払、精算払の支払金額の内容について、お問い合

わせいただくケースがあります。ＮＥＤＯに対し支払請求する際には、併せて助成先の経理担当部署

へも、支払請求書の内容についてご連絡いただきますようお願いします。 

  

 

（確定検査の日程の調整） 

ＮＥＤＯ 

額の確定通知の発出

助成先 

支払請求書のチェック 

受 理 

支払請求書の提出

支払処理 受領・支払処理 

実績報告書の提出 受 理 

検査の通知通知受

助成事業の完了

確定検査の実施 
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